
総務常任委員協議会資料 

令和７年１２月 １日 

総 務部総務課作成 

 

 

酒田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用 

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供 

に関する条例の一部改正について 

 

１ 概 要 

  住登外者宛名番号管理機能を実装する標準化システムへの移行に伴い、所要の改正

を行うものです。 

 

２ 内 容 

  標準化システムに住登外者宛名番号管理機能（市の住民基本台帳システムに記載さ

れていないが、住民基本台帳システム以外の標準化システムに基づく事務処理にあた

って記録しておく必要のある者を一意に特定するための固有の番号を付番し、管理す

る機能）が実装されることに伴い、当該機能を個人番号利用事務として規定するため、

第４条及び別表第１から第３を改めるものです。 

 

３ 施行期日 

  令和８年１月１日（標準化システムへの移行の日）から施行。 



総務常任委員協議会資料 

 

令和７年 12 月１日 

総 務 部 人 事 課 作 成 

 

 

行政組織の改編に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

 

１ 制定の趣旨 

市の行政組織の改編に伴い、関係条例を整理するものです。 

 

２ 条例の主な内容 

（１）酒田市部設置条例の一部改正 

 ・総務部の市長指示事項の総合的調整に関する事項を削る。 

・移住及び定住に関する事項を総務部から地域創生部に移し、移住及び定住 

 並びに交流に関する事項に変更する。 

・総務部の情報管理に関する事項を削る。 

・企画部のデジタル変革に関する事項をデジタル戦略に関する事項に変更する。 

・地域創生部の交流、観光及び物産に関する事項を観光及び物産に関する事項 

に変更する。 

（２）酒田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 

  ・市長公室の廃止に伴い、「行政職給料表等級別基準職務表」から市長公室長 

を削る。 

 

３ 施行日  

令和８年４月１日 
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総務常任委員協議会資料 

令和７ 年１ ２ 月１ 日 

総 務 部 人 事 課 作 成 

 

 

酒田市一般職の職員等の旅費に関する 条例等の一部改正について 

 

 

１  条例の改正理由 

国家公務員の旅費制度の改正等に鑑み、 職員等に対し て支給する 旅費に関する 諸般の基準の

見直し を行う も の。  

 

２  改正の概要 

（ １ ）  定額支給から 実費支給へ 

物価水準の高騰等や旅費の適正な執行の観点に鑑み、 旅行に係る 各経費を定額支給から 実

費支給へと 改める 。 具体例と し て以下の通り 。  

① 宿泊料の実費支給 

  内国旅行の定額支給について、 現行一律 10, 900 円の支給と し ている も のについて、 国家

公務員の基準に基づいて、 都道府県毎に 8, 000 円から 19, 000 円ま での宿泊費基準額を設定

し 、 当該宿泊基準額を上限と し て実費支給と する 。  

都道府県ごと の宿泊費基準額の一覧は別紙のと おり 。  

② 日当・ 食卓料の廃止及び宿泊手当の支給 

  日当の内訳と し て見込んでいた市内交通費は実費支給に、 昼食代は廃止する 。 また、 宿泊

に伴う 朝・ 夕食については、 宿泊費に含まれない場合に限り 、 宿泊手当と し て定額支給と す

る 。  

③ 包括宿泊費の新設 

  パッ ク 旅行等にも 対応する ため、 交通費と 宿泊費をまと めて支給でき る 包括宿泊費を新設

する 。  

④ 移転料の実費支給 

赴任に係る 旅費について、 路程に応じ た定額支給を廃止し 、 転居に係る 費用を実費支給と

し 、 転居費と し て改める 。  

 

（ ２ ）  車賃の取扱いの見直し  

  車賃の支給について、 山形県の取扱いに倣い、 1kmあたり の支給基準額を改める 。  

～令和 8 年 3 月 31 日 ～令和 9 年 3 月 31 日 令和 9 年 4 月 1 日～ 

37 円 29 円 22 円 

 

（ ３ ）  旅費の支出、 支払又は清算方法の多様化 

旅行役務提供者の規定を設ける など将来見込ま れる 旅費の支出、 支払又は精算方法の多
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様化に対応でき る よ う 整備。  

 

（ ４ ）  その他 

旅費の適正な執行を図る ため、 旅費の返納を要する 職員が当該旅費を返納し ない場合に給

与から 引去り でき る 規定及び任命権者が実地監査ができ る 規定を明文化する 。  

 

（ ５ ）  関連する 条例の改正 

酒田市特別職の職員の給与等に関する 条例、 酒田市議会議員の議員報酬等に関する 条例及

び酒田市会計年度任用職員の報酬、 給与及び費用弁償に関する 条例について、 旅費に関する

規定について改正する 。  

 

３  施行期日 

 令和８ 年４ 月１ 日 



　 　 宿泊費基準額

（ 参考） 国家公務員 指定職職員等 職務の級が10級以下の者

都道府県／職員区分 市長・ 市議会議員 左記以外の職員等

北海道 18, 000円 13, 000円

青森県 15, 000円 11, 000円

岩手県 13, 000円 9, 000円

宮城県 14, 000円 10, 000円

秋田県 15, 000円 11, 000円

山形県 14, 000円 10, 000円

福島県 11, 000円 8, 000円

茨城県 15, 000円 11, 000円

栃木県 14, 000円 10, 000円

群馬県 14, 000円 10, 000円

埼玉県 27, 000円 19, 000円

千葉県 24, 000円 17, 000円

東京都 27, 000円 19, 000円

神奈川県 22, 000円 16, 000円

新潟県 22, 000円 16, 000円

富山県 15, 000円 11, 000円

石川県 13, 000円 9, 000円

福井県 14, 000円 10, 000円

山梨県 17, 000円 12, 000円

長野県 15, 000円 11, 000円

岐阜県 18, 000円 13, 000円

静岡県 13, 000円 9, 000円

愛知県 15, 000円 11, 000円

三重県 13, 000円 9, 000円

滋賀県 15, 000円 11, 000円

京都府 27, 000円 19, 000円

大阪府 18, 000円 13, 000円

兵庫県 17, 000円 12, 000円

奈良県 15, 000円 11, 000円

和歌山県 15, 000円 11, 000円

鳥取県 11, 000円 8, 000円

島根県 13, 000円 9, 000円

岡山県 14, 000円 10, 000円

広島県 18, 000円 13, 000円

山口県 11, 000円 8, 000円

徳島県 14, 000円 10, 000円

香川県 21, 000円 15, 000円

愛媛県 14, 000円 10, 000円

高知県 15, 000円 11, 000円

福岡県 25, 000円 18, 000円

佐賀県 15, 000円 11, 000円

長崎県 15, 000円 11, 000円

熊本県 20, 000円 14, 000円

大分県 15, 000円 11, 000円

宮崎県 17, 000円 12, 000円

鹿児島県 17, 000円 12, 000円

沖縄県 15, 000円 11, 000円

別 紙
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令和７年１２月１日 

総 務 部 税 務 課 作 成 

 

 

酒田市都市計画税条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

都市計画税の課税区域において変更が生じた地番等について、所要の改正を行う

もの。 

 

２ 主な改正内容 

（１）区域外流入 

広野字奥井 

（２）地番の変更 

飯森山二丁目、坂野辺新田字古川、局字惣田、市条字横枕 

 

 

３ 施行年月日及び適用年度 

令和８年１月１日から施行し、令和８年度分以後の都市計画税について適用する。 

 

総務常任委員協議会資料 



令和７年１２月１日 

市民部共生社会課作成 

 

 

酒田市交流ひろば設置管理条例の一部改正について 

 
 

１ 改正の理由 

酒田市交流ひろばについて、利用者数の著しく少ない平日の午後９時以降を閉館とする

ことにより同施設の維持管理に係る費用を削減することを目的として、同施設（駐車場以

外）の開館時間並びに研修室及び調理室の使用時間を変更するために、所要の改正を行う

ものです。 

 

２ 改正の内容 

（１） 開館時間（駐車場以外）について  

月曜日から土曜日まで（国民の祝日を除く。）の開館時間を、午後１０時までから

午後９時までに改めるものです。 

（２） 研修室及び調理室の使用時間について 

月曜日から土曜日まで（国民の祝日を除く。）の研修室及び調理室の使用時間を、

午後９時３０分までから午後９時までに改めるものです。 

 

３ 施行日 

 令和８年４月１日 

  

民生常任委員協議会資料 



 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

健康福祉部保育こども園課作成 

 

 

酒田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める 

条例の制定について 

 

１ 制定の理由 

  児童福祉法の改正により、令和８年度から実施される乳児等通園支援事業（こど

も誰でも通園制度）の設備及び運営に関する基準を市の条例で定めるように規定さ

れたため、制定するものです。 

 

 

２ 制定の内容 

市が制定する基準は、次の２項目を除き国の府令「乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）」が定める内容とします。 

（１）一般型乳児等通園支援事業所の乳児室の面積は、乳児又は満 2歳に満たない

幼児 1人につき 3.3平方メートル以上であるものとする。 

※山形県が定める保育所等の面積基準（国基準は 1.65平方メートル以上） 

（２）乳児等通園支援事業を実施する事業者及び従事する職員は、酒田市暴力団排

除条例第 2 条第 1 号及び第 3 号に規定する暴力団及び暴力団員等であって

はならない。 

※市条例による追加 

 

 

３ 施行年月日 

  公布の日から施行する 

民生常任委員協議会資料 



 

建設経済常任委員協議会資料 

令和７年１２月１日 

上下水道部管理課作成 

 

 

水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

１ 条例の改正理由 

  庄内広域水道企業団が設立されたことに伴い、関係条例の整理を行うものです。 

 

２ 改正の概要 

  山形県知事の許可を受け、令和７年１０月２３日付けで庄内広域水道企業団を設

立、令和８年４月１日から本市、鶴岡市及び庄内町の水道事業が統合、事業が開始さ

れます。上下水道事業のうち、水道事業は企業団に引き継がれ、下水道事業は本市で

継続するため、関係する１５本の条例の改正及び廃止を１本の整備条例で行うもので

す。 

 

３ 本条例により改廃される条例 

  関係する１３本の条例の改正と２本の条例の廃止を一括して行います。 

（１）水道事業に関する規定等を削りその他条文の整理をする一部改正を行うもの 

  ・酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

  ・酒田市情報公開条例 

 ・酒田市職員定数条例 

  ・酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例 

  ・酒田市水道料金等審議会条例 

  ・酒田市公文書等の管理に関する条例 

  ・酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例 

  ・酒田市議会の個人情報の保護に関する条例 

（２）引用する条例を改める一部改正を行うもの 

  ・酒田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 ・酒田市下水道条例 

  ・酒田市農業集落排水処理施設条例 

  ・酒田市合併処理浄化槽条例  

  ・酒田市大台野飲雑用水供給施設設置管理条例 

（３）廃止するもの 

  ・酒田市水道事業給水条例 

  ・酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例 

 

４ 施行期日 

 令和８年４月１日  



 

○水道事業等の削除 

№ 条例名 主な改正箇所の説明 

１

条 

酒田市水道事業及び下水道事業の

設置等に関する条例 

条例名の改正 

水道事業に関する事項を削除 

上下水道事業⇒下水道事業 

組織名の改正 

２

条 
酒田市情報公開条例 水道事業の管理者の権限を行う市長の削除 

３

条 
酒田市職員定数条例 

上下水道⇒下水道 

定数の改正 

８

条 

酒田市上下水道事業企業職員の給

与の種類及び基準を定める条例 

条例名の改正 

水道事業の管理者の権限を行う市長の削除 

上下水道事業⇒下水道事業 

９

条 
酒田市水道料金等審議会条例 

条例名の改正 

水道事業の所掌事項を削除 

組織名の改正 

11

条 

酒田市公文書等の管理に関する条

例 
水道事業の管理者の権限を行う市長の削除 

12

条 

酒田市個人情報の保護に関する法

律施行条例 
水道事業の管理者の権限を行う市長の削除 

13

条 

酒田市議会の個人情報の保護に関

する条例 
水道事業の管理者の権限を行う市長の削除 

 

○引用する条例の改正 

№ 条例名 主な改正箇所の説明 

４

条 

酒田市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例 
引用する条例名の変更による改正 

５

条 
酒田市下水道条例 

引用する条例名の変更による改正 

その他条文の整理 

６

条 
酒田市農業集落排水処理施設条例 引用する条例名の変更による改正 

７

条 
酒田市合併処理浄化槽条例  引用する条例名の変更による改正 

10

条 

酒田市大台野飲雑用水供給施設設

置管理条例 
引用する条例名の変更による改正 

 

○廃止 

№ 条例名 主な改正箇所の説明 

14

条 
酒田市水道事業給水条例 水道事業に関する条例を廃止 

14

条 

酒田市水道の布設工事監督者及び

水道技術管理者に関する条例 
水道事業に関する条例を廃止 

 



 

建設経済常任委員協議会資料 

令和７年１２月１日 

上下水道部管理課作成 

 

 

酒田市下水道条例等の一部改正について 

 

 

１ 条例の改正理由 

  本市が罹災その他非常の場合において、円滑な復旧工事の実施を図るため、他の市

町村長等の指定を受けた者が本市内の排水設備等の工事を行うことができるよう、所

要の改正を行うものです。 

 

２ 改正の概要 

  令和６年１月に発生した能登半島地震では、個人宅内の排水設備等が多数破損、指

定工事店自身も被災したことから、工事の可能な指定工事店の確保が困難となり復旧

の遅れを招きました。 

  これを踏まえて、被災地での排水設備等の工事を円滑に実施するため、被災自治体

の指定を受けた指定工事店の確保が困難な場合には、他の市町村の指定工事店であっ

ても工事を可能とする例外規定を設けるよう、国の技術的助言があり、関係条例の改

正を行うものです。 

 

３ 本条例により改正される条例 

 ・酒田市下水道条例 

 ・酒田市農業集落排水処理施設条例 

 ・酒田市合併処理浄化槽条例 

 

４ 施行期日 

 公布の日から 



 総務常任委員協議会資料  

 

令和７年１２月１日 

企画部文化政策課作成 

 

 

酒田市松山歴史公園の指定管理者の指定について 

 

１ 目 的 

酒田市松山歴史公園は令和３年度から特定非営利活動法人まちづくりｎet 松山が

指定管理者として管理しており、令和８年３月３１日で指定管理が終了するため、

新たな指定管理者を選定するものです。 

 

２ 指定管理施設 

  名 称  酒田市松山歴史公園 

所在地  酒田市字新屋敷３６番地の２ 

 

３ 指定管理者候補者 

住 所  酒田市字本町９番地 

  団体名  特定非営利活動法人まちづくりｎet松山 

     理事長 後藤 俊 

 

４ 指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 選定方法 随意選定 

       随意選定理由：酒田市指定管理者制度事務取扱基準５（２）「カ 当該

指定期間中における指定管理者選定委員会による事業評価が全てＡ評

価を受けた場合」に該当するため 

 

６ 経  過 

令和７年 ９月 ５日 提案受付開始 

令和７年 ９月３０日 提案締切 

令和７年１０月 ８日 指定管理者選定委員会（指定管理者候補者の選定） 

 

 

交換願います 



７ 選定結果 

（１）得点  １２３.５点（配点１７０点） 

（２）評価  受託能力がある 

（３）評価項目、配点及び得点 

選定基準 審査項目 配点 得点 

１ 公共性と平等利用

の確保が図られること 

 

 

(1) 管理の基本方針 

(2) 利用者の平等利用の確保 
３０ ２３.２５ 

２ 施設の効用の最大

限の発揮と管理経費の

縮減が図られること 

 

(1) サービスの質の維持又は向上 

(2) 意見の反映と苦情等対応 

(3) 施設の効果的な活用方策 

(4) 効率的運営の取組 

(5) 要求水準等に対する取組 

５０ ３５.２５ 

３ 事業計画に沿った

管理を安定的に行う体

制と能力を有している

こと 

(1) 業務履行の体制 

(2) 職員の雇用と人材育成 

(3) 施設の適切な維持管理 

(4) 財務的な能力 

(5) 施設運営に対する意欲等 

６０ ４４.２５ 

４ 法令遵守と安全管

理の確保が図られるこ

と 

 

(1) 法令遵守の徹底 

(2) 個人情報の保護 

(3) 危機管理の取組 

(4) 環境への配慮 

(5) 地域連携と地域貢献 

３０ ２０.７５ 

合   計 １７０ １２３.５ 

※得点は、各委員の平均点である。 

 

【評価】 受託能力がある   （１０２点超～１７０点） 

受託能力に疑問がある（１０２点以下） 
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令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 
教育委員会企画管理課作成 

 
 

請負契約の変更について 
（鳥海小学校屋内運動場改修工事（建築工事）） 

 
 
１．工 事 名  鳥海小学校屋内運動場改修工事（建築工事） 
 
２．工 事 場 所  酒田市本楯字前田 94 番地の１ 
 
３．仮契約の方法  変更契約 
 
４．仮契約年月日  令和７年１１月２５日 
 
５．仮 契 約 金 額  変更前 １８５，９００，０００円（税込み） 
           変更後 １９２，５６６，０００円（税込み） 
 
６．仮契約の相手方  酒田市下安町 41 番地の１ 

株式会社丸高 
代表取締役 横瀬 夏樹 

 
７．工     期  令和７年６月２０日から令和８年２月２７日 



 様式第１号 

 

                仮 契 約 書 

  １ 契約の目的  鳥海小学校屋内運動場改修工事（建築工事） 

  ２ 契約金額 

変更後の請負代金額               192,566,000 円 

      内訳  工事代金              175,060,000 円 

          取引に係る消費税額及び地方消費税    17,506,000 円 

変更前の請負代金額               185,900,000 円 

      内訳  工事代金               169,000,000 円 

          取引に係る消費税額及び地方消費税    16,900,000 円 

変更前の請負代金額に対する増減 増額        6,666,000 円 

      内訳  工事代金                 6,060,000 円 

          取引に係る消費税額及び地方消費税       606,000 円 

  ３ 履行期限  令和８年２月２7日 

 

上記について、酒田市長 矢口 明子と株式会社丸高 代表取締役 横瀬 夏樹 

は、地方自治法第９６条第１項第５号及び酒田市契約及び財産に関する条例第２条の 

規定に基づく酒田市議会の議決（可決）があった後に、正規の契約を締結するものと 

する。 

上記仮契約の証として本書１通を作成し、双方記名押印の上、これを株式会社丸高 

代表取締役 横瀬 夏樹が保有する。 
 

  令和７年１１月２５日 

  

       発注者  所在地     酒田市本町二丁目２番４５号 

             氏 名     酒田市長  矢口 明子 
 

受注者  住所又は所在地 酒田市下安町４１番地の１ 

               氏名又は名称  株式会社丸高 

               代表者氏名   代表取締役 横瀬 夏樹             

 

総務常任委員協議会資料 令和 ７ 年 １２ 月 １ 日
教育委員会企画管理課作成

2



防災資機材庫

駐車場

クラブハウス

県
道
　
幅
員
　
　
Ｍ

県道　幅員１５．５Ｍ

グラウンド

 　　　　　　

工事対象建築物

渡り廊下

校舎

校舎 校舎

花壇

実習田

１２．５

（除却）

（除却）

車庫

歩
　
道

自転車小屋

屋内運動場

鳥海小学校屋内運動場改修工事（建築工事）

 工事内容　（１）屋根のカバー工法による葺替え

 　　　　　（２）建具の更新

 　　　　　（３）アリーナ床塗替え

 　　　　　（４）外壁改修および鉄骨躯体補修

 変更理由

3
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教育委員会企画管理課作成

令和 ７ 年 １２ 月 １ 日

・下地調査にて確認された、外壁のひび割れ補修のため
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令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

教育委員会スポーツ振興課作成 

 

 

 

 

請負契約の変更について 

（光ケ丘野球場及び屋内練習場人工芝改修工事） 

 

 

 

１ 工 事 名   光ケ丘野球場及び屋内練習場人工芝改修工事 

 

２ 工 事 場 所   酒田市 光ケ丘三丁目 地内ほか 

 

３ 仮契約の方法   変更契約 

 

４ 仮契約年月日   令和７年１１月１７日 

 

５ 仮契約金額   変更前 ５２８,０００,０００円（税込み） 

           変更後 ５２８,３２２,３００円（税込み） 

 

６ 仮契約の相手方   酒田市東町二丁目１番地７ 

大井建設株式会社 

代表取締役社長  大井 慎一郎 

 

７ 工 期   令和７年８月１２日から令和８年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務常任委員協議会資料 



2 

 

 

総務常任委員協議会資料 
令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

教育委員会スポーツ振興課作成 



3 

 

 

光ケ丘野球場 

変更理由 

既存天然芝の剥ぎ取り後の地盤は、十分な地耐力を有

していなかった為、発生残土を搬出する工事用道路とし

て敷鉄板446平方メートルの敷設を増工し変更するもの。 

　人工芝舗装 13,680㎡ 

　クレイ舗装 393㎡ 

　排水構造物工（管渠、側溝、縁石） １式 

　付帯施設工（ホームベース、プレート等） １式 

工事概要

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

教育委員会スポーツ振興課作成 
総務常任委員協議会資料 



令 和 ７ 年 1 2 月 １ 日 

健康福祉部地域福祉課作成 

 

酒田市身体障害者福祉センターの指定管理者の指定について 

 

１ 目的 

酒田市身体障害者福祉センターは、令和２年度から特定非営利活動法人酒田市障

がい者福祉会が指定管理者として管理しており、令和８年３月 31 日で指定期間が

終了するため、新たな指定管理者を選定するものです。 

 

２ 指定管理施設 

名 称  酒田市身体障害者福祉センター 

所在地  酒田市北今町３番８号 

 

３ 指定管理者候補者 

所在地  酒田市北今町３番８号 

団体名  特定非営利活動法人酒田市障がい者福祉会 

 理事長 佐藤 健治 

 

４ 指定期間 

令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日まで（５年間） 

 

５ 選定方法  随意選定 

        随意選定理由：酒田市指定管理者制度事務取扱基準５（２） 

               「カ 当該指定期間中における指定管理者選定委員

会による事業評価が全てＡ評価を受けた場合。」に

該当するため 

 

６ 経  過 

令和７年９月８日 提案受付開始 

９月 30 日 提案締切 

10 月８日 選定委員会（指定管理候補者の選定） 

 

 

 

民生常任委員協議会資料 



７ 選定結果 

（１）得点  131.4 点（配点 200 点） 

（２）評価  受託能力がある 

（３）評価項目、配点及び得点 

選定基準 審査項目 配点 得点 

１ 公共性と平等利

用の確保が図られ

ること 

 

 

（１）管理の基本方針 

（２）利用者の平等利用の確保 

30 21.0 

２ 施設の効用の最

大限の発揮と管理

経費の縮減が図ら

れること 

 

（１）サービスの質の維持又は向上 

（２）意見の反映と苦情等対応 

（３）施設の効果的な活用方策 

（４）効率的運営の取組 

（５）要求水準等に対する取組 

50 30.6 

３ 事業計画に沿っ

た管理を安定的に

行う体制と能力を

有していること 

（１）業務履行の体制 

（２）職員の雇用と人材育成 

（３）施設の適切な維持管理 

（４）財務的な能力 

（５）施設運営に対する意欲等 

60 37.4 

４ 法令遵守と安全

管理の確保が図ら

れること 

 

（１）法令遵守の徹底 

（２）個人情報の保護 

（３）危機管理の取組 

（４）環境への配慮 

（５）地域連携と地域貢献 

30 19.6 

５ その他施設の性

質又は目的に応じ

て必要と認める事

項 

 

（１）障がい者の福祉の向上への貢献 

 

30 22.8 

合   計 200 131.4 

※得点は、各委員の平均点である。（小数点以下第２位を四捨五入） 

【評価】 受託能力がある   （120 点超～200 点） 

受託能力に疑問がある（120点以下） 
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令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

  地域創生部交流観光課作成 

 

眺海の森ふれあい研修施設の指定管理者の指定について 

 

 

１ 目  的 

眺海の森ふれあい研修施設は、令和３年度から田沢新田自治会が指定管理者として

管理しており、令和８年３月３１日で指定期間が終了するため、新たな指定管理者候

補者を選定するものです。 

 

２ 指定管理施設 

名 称  眺海の森ふれあい研修施設 

所在地  酒田市田沢字苗代沢９２番地 

 

３ 指定管理者候補者 

住 所  酒田市田沢字田沢新田５４番地 

団体名  田沢新田自治会 

会長 加藤 芳夫 

 

４ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

 

５ 選定方法  公募選定 

 

６ 経  過 

令和７年 ９月 １日  募集開始 

９月３０日  募集締切 

１０月 ９日  指定管理者選定委員会（指定管理者候補者の選定） 

 

７ 選定結果 

 （１）得点  １２１．６点（配点２００点） 

（２）評価  受託能力がある 

 

 

 

 

 



（３）評価項目、配点及び得点 

選定基準 審査項目 配点 得点 

１ 公共性と平等利用の

確保が図られること 

(1) 管理の基本方針 

(2) 利用者の平等利用の確保 
３０ １８．０ 

２ 施設の効用の最大限

の発揮と管理経費の縮

減が図られること 

(1) サービスの質の維持又は

向上 

(2) 意見の反映と苦情等対応 

(3) 施設の効果的な活用方策 

(4) 効率的運営の取組 

(5) 要求水準等に対する取組 

５０ ３１．０ 

３ 事業計画に沿った管

理を安定的に行う体制

と能力を有しているこ

と 

(1) 業務履行の体制 

(2) 職員の雇用と人材育成 

(3) 施設の適切な維持管理 

(4) 財務的な能力 

(5) 施設運営に対する意欲等 

６０ ３６．８ 

４ 法令遵守と安全管理

の確保等が図られるこ

と 

(1) 法令遵守の徹底 

(2) 個人情報の保護 

(3) 危機管理の取組 

(4) 環境への配慮 

(5) 地域連携と地域貢献 

３０ １６．６ 

５ その他施設の性質又

は目的に応じて必要と

認める事項 

(1) 各施設の用途に応じた管

理手法 

・市内利用者を増加させるため

の効果的な自主事業計画が

提案されているか 

・市外、県外利用者を誘客する

ための効果的な自主事業計

画が提案されているか 

３０ １９．２ 

合    計 ２００ １２１．６ 

  ※得点は、各委員の平均点である。 

 

【評価】 受託能力がある   （１２０点超～２００点） 

受託能力に疑問がある（１２０点以下） 



 建設経済常任委員協議会資料  

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

  地域創生部交流観光課作成 

農林水産部農政課作成 

 

悠々の杜温泉施設、悠々の杜直売・食材供給施設及び悠々の杜活性 

化施設の指定管理者の指定について 

 

 

１ 目  的 

悠々の杜温泉施設、悠々の杜直売・食材供給施設及び悠々の杜活性化施設は、令和

３年度からひらた悠々の杜株式会社が指定管理者として管理しており、令和８年３月

３１日で指定期間が終了するため、新たに指定管理者候補者を選定するものです。 

 

２ 指定管理施設 

名 称  悠々の杜温泉施設、悠々の杜直売・食材供給施設及び悠々の杜活性化施 

     設 

所在地  酒田市山楯字南山３２番地の４ 

 

３ 指定管理者候補者 

住 所  酒田市山楯字南山３２番地４ 

団体名  ひらた悠々の杜株式会社 

代表取締役 安川 智之 

 

４ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

 

５ 選定方法  公募選定 

 

６ 経  過 

令和７年 ９月 １日  募集開始 

９月３０日  募集締切 

１０月 ９日  指定管理者選定委員会（指定管理者候補者の選定） 

 

７ 選定結果 

 （１）得点  １２７．６点（配点２００点） 

（２）評価  受託能力がある 

 

 



（３）評価項目、配点及び得点 

選定基準 審査項目 配点 得点 

１ 公共性と平等利用の

確保が図られること 

(1) 管理の基本方針 

(2) 利用者の平等利用の確保 
３０ ２１．６ 

２ 施設の効用の最大限

の発揮と管理経費の縮

減が図られること 

(1) サービスの質の維持又は

向上 

(2) 意見の反映と苦情等対応 

(3) 施設の効果的な活用方策 

(4) 効率的運営の取組 

(5) 要求水準等に対する取組 

５０ ３０．６ 

３ 事業計画に沿った管

理を安定的に行う体制

と能力を有しているこ

と 

(1) 業務履行の体制 

(2) 職員の雇用と人材育成 

(3) 施設の適切な維持管理 

(4) 財務的な能力 

(5) 施設運営に対する意欲等 

６０ ３８．４ 

４ 法令遵守と安全管理

の確保等が図られるこ

と 

(1) 法令遵守の徹底 

(2) 個人情報の保護 

(3) 危機管理の取組 

(4) 環境への配慮 

(5) 地域連携と地域貢献 

３０ １８．４ 

５ その他施設の性質又

は目的に応じて必要と

認める事項 

(1) 各施設の用途に応じた管

理手法 

・市内利用者を増加させるため

の効果的な自主事業計画が

提案されているか 

・市外、県外利用者を誘客する

ための効果的な自主事業計

画が提案されているか 

３０ １８．６ 

合    計 ２００ １２７．６ 

  ※得点は、各委員の平均点である。 

 

【評価】 受託能力がある   （１２０点超～２００点） 

受託能力に疑問がある（１２０点以下） 



参　考
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令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

  地域創生部交流観光課作成 

 

日和山交流観光拠点施設の指定管理者の指定について 

 

１ 目  的 

日和山交流観光拠点施設は、令和３年度から株式会社平田牧場が指定管理者として

管理しており、令和７年３月３１日で指定期間が終了するため、新たに指定管理者候

補者を選定するものです。 

 

２ 指定管理施設 

名 称  酒田市日和山交流観光拠点施設 

所在地  酒田市日吉町二丁目９番３７号 

 

３ 指定管理者候補者 

住 所  酒田市みずほ二丁目１７番地の８ 

団体名  株式会社平田牧場 

代表取締役 新田 嘉七 

 

４ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 選定方法  随意選定 

 

６ 経  過 

令和７年 ９月３０日  提案書提出締切 

１０月 ９日  指定管理者選定委員会（指定管理者候補者の選定） 

 

７ 選定結果 

 （１）得点  １５０点（配点２００点） 

（２）評価  受託能力がある 

 

 

 



（３）評価項目、配点及び得点 

選定基準 審査項目 配点 得点 

１ 公共性と平等利用の

確保が図られること 

(1) 管理の基本方針 

(2) 利用者の平等利用の確保 
３０ ２４．０ 

２ 施設の効用の最大限

の発揮と管理経費の縮

減が図られること 

(1) サービスの質の維持又は

向上 

(2) 意見の反映と苦情等対応 

(3) 施設の効果的な活用方策 

(4) 効率的運営の取組 

(5) 要求水準等に対する取組 

５０ ３５．４ 

３ 事業計画に沿った管

理を安定的に行う体制

と能力を有しているこ

と 

(1) 業務履行の体制 

(2) 職員の雇用と人材育成 

(3) 施設の適切な維持管理 

(4) 財務的な能力 

(5) 施設運営に対する意欲等 

６０ ４６．２ 

４ 法令遵守と安全管理

の確保等が図られるこ

と 

(1) 法令遵守の徹底 

(2) 個人情報の保護 

(3) 危機管理の取組 

(4) 環境への配慮 

(5) 地域連携と地域貢献 

３０ ２３．６ 

５ その他施設の性質又

は目的に応じて必要と

認める事項 

(1) 自主事業の実施 

(2) 日和山界隈の回遊性向上

の取り組み 

(3) コミュニティスペースと

しての活用 

３０ ２０．８ 

合    計 ２００ １５０．０ 

  ※得点は、各委員の平均点である。 

 

【評価】 受託能力がある   （１２０点超～２００点） 

受託能力に疑問がある（１２０点以下） 



 

① 77.67 ㎡ 

② 265.70 ㎡ 

 

飲食物販エリア ３４３.３７㎡ 

（長期独占・使用料設定【有】） 

共用エリア ２１５.３４㎡ 

（指定管理・使用料設定【無】） 

交流エリア １９６.３３㎡ 

（指定管理・使用料設定【有】）

り】） 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 

北座敷Ａ 

北座敷Ｂ 

準備室 南座敷 

土蔵２階 

展望プレイス 

客席ホール 

厨房 

便所 

土蔵１階 

通り土間 

飲食物販スペース 

厨房 

階段室 

階段 湯沸かし室 物置 

みせ土間 

ＡＣ室・物入れ 

階段室 便所 

地階_平面図 

１階_平面図 ２階_平面図 

エリア区分（平面図） 参　考



建設経済常任委員協議会資料 

 

令和７年１２月１日 

建設部土木課作成 

 

 

請負契約の締結について 

（公共土木施設災害復旧事業令和７年度公共災害復旧工事（第１工区）） 

 

 

１．工 事 名   公共土木施設災害復旧事業 

令和７年度公共災害復旧工事（第１工区） 

 

２．工 事 場 所   酒田市北青沢地内 

 

３．仮契約の方法   条件付き一般競争入札 

 

４．仮契約年月日   令和７年１０月２２日 

 

５．仮 契 約 金 額   ２６３，８９０，０００円（税込み） 

 

６．仮契約の相手方   酒田市木川字東中道２９番地の８ 

Ｔ&日本メンテ開発株式会社 

代表取締役社長 土門 雅仁 

 

７．工    期   契約締結の日 から 令和８年３月３１日 



建設経済常任委員協議会資料 令和７年１２月１日

建設部土木課作成



建設経済常任委員協議会資料
令和７年１２月１日

建設部土木課作成



公共土木施設災害復旧事業令和７年度公共災害復旧工事（第１工区）

位 置 図 標準断面図
工事箇所

八幡総合支所

河川災害復旧工事（左岸） L=279.75ｍ

河川災害復旧工事（右岸） L=370.9ｍ

河川災害復旧工事 L=470.9ｍ

平 面 図
数 量

      一式
  A＝2795㎡
  N=9箇所
  N=13箇所
      一式
  L=10ｍ
  A=20㎡
      一式

 舗 装 工
 仮 設 工

工 種
 土 工
 コンクリートブロック積工
 小口止工
 隔 壁 工
 排 水 工
 擁 壁 工

工事概要

建設経済常任委員協議会資料 令和７年１２月１日

建設部土木課作成



 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

農林水産部農林水産課作成 

 

 

 

 

 

請負契約の締結について 

林道熊沢線２号箇所災害復旧工事 

 

 

１ 工 事 名   林道熊沢線２号箇所災害復旧工事 

 

２ 工 事 場 所   酒田市 上青沢 地内 

 

３ 仮契約の方法   条件付き一般競争入札 

 

４ 仮契契約年月日   令和７年１１月１９日 

 

５ 仮 契 約 金 額   １７９，７４０，０００円（税込み） 

 

６ 仮契約の相手方   酒田市麓字横道１７番地の３ 

６ 契約の相手方    出羽工業株式会社 

６ 契約の相手方     代表取締役  齋藤 伸 

 

７ 工 期   契約締結の日 から 令和８年１１月３０日 まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設経済常任委員協議会資料 



 様式第１号 

 

仮 契 約 書 

 

１ 契約の目的  林道熊沢線２号箇所災害復旧工事 

 

２ 契約金額   ￥１７９,７４０,０００．－ 

    内訳 工事代金               ￥１６３,４００,０００．－ 

       取引に係る消費税額及び地方消費税   ￥１６,３４０,０００．－ 

 

３ 履行期限   令和８年１１月３０日まで 

 

上記について、酒田市長 矢口 明子と出羽工業株式会社 代表取締役 齋藤 伸

は、地方自治法第９６条第１項第５号及び酒田市契約及び財産に関する条例第２条の

規定に基づく酒田市議会の議決（可決）があった後に、正規の契約を締結するものと

する。 

上記仮契約の証として本書１通を作成し、双方記名押印の上、これを出羽工業株式

会社 代表取締役 齋藤 伸が保有する。 

 

  令和７年１１月１９日 

 

発注者  所在地      酒田市本町二丁目２番４５号 

              氏 名      酒田市長  矢口 明子 

 

受注者  住所又は所在地  酒田市麓字横道１７番地の３ 

              氏名又は名称   出羽工業株式会社 

              代表者氏名    代表取締役 齋藤 伸 

 

 





酒田市役所

八幡総合支所

平田総合支所

松山総合支所

事業箇所

酒田市 上青沢

位 置 図
議第１０９号資料

事業名

工事名

位　置

林業用施設災害復旧事業

林道熊沢線２号箇所災害復旧工事

酒田市　上青沢 地内



事業名

工事名

位　置

林業用施設災害復旧事業

林道熊沢線２号箇所災害復旧工事

酒田市　上青沢 地内

平 面 図



1 

 

 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ 日 

農林水産部農林水産課作成 

 

 

 

 

請負契約の締結について 

（（繰越明許費）令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業 

農地等災害復旧工事（その１０）） 

 

 

 

１ 工 事 名   （繰越明許費）令和７年度農地・農業用施設災害復旧事業 

農地等災害復旧工事（その１０） 

 

２ 工 事 場 所   酒田市 北青沢 地内ほか 

 

３ 仮契約の方法   条件付き一般競争入札 

 

４ 仮契約年月日   令和７年１１月２１日 

 

５ 仮契約金額   ３３３,６３０,０００円（税込み） 

 

６ 仮契約の相手方   酒田市新橋五丁目１番地の６ 

荘内土木株式会社 

代表取締役  千葉 雅仁 

 

７ 工 期   本工事は、余裕期間を設定した工事である。 

           工事の始期日から起算して３５９日間 

（ただし、令和８年４月１日（工事の始期日期限）までに   

工事を開始すること。） 

 

 

 

 

 

建設経済常任委員協議会資料 



2 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

 

全体位置図 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去58,250㎥、流出土砂盛土2,450㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧1,752ｍ、道路復旧1,129ｍ

　ユニット清掃52個所、パイプライン復旧144ｍ

工事概要（全体）



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図＿北青沢字大畑地区 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去4,100㎥、流出土砂盛土150㎥

▽農業用施設復旧

　道路復旧107ｍ、ユニット清掃６個所

工事概要（大畑）



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図＿上青沢字南ノ前田地区 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去6,800㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧385ｍ、ユニット清掃８個所

工事概要（南ノ前田）



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図＿大蕨字坂ノ下地区 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去1,350㎥

▽農業用施設復旧

　ユニット清掃１個所

工事概要（坂ノ下）



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平面図＿下青沢字大坪地区 
▽農地復旧

　堆積土砂撤去41,100㎥、流出土砂盛土2,300㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧1,145ｍ、道路復旧1,022ｍ

　ユニット清掃29個所、パイプライン復旧144ｍ

工事概要（大坪）



9 

 

 
平面図＿大蕨字石田前地区 

▽農地復旧

　堆積土砂撤去4,900㎥

▽農業用施設復旧

　水路復旧222ｍ、ユニット清掃８個所

工事概要（石田前）
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